
 

  

 

表－１ 自然公園における保全水準と緑化の基本方針 

保全水準＊ 1 

１ ２ ３ ４ 

・この水準を適 用する地域 は、特に厳 重に景

観（景観を支え る生態系や 景観の構成 要素

である動植物を 含む）の維 持を図る必 要性

のある地域、ま たはこれに 準ずる地域 であ

って、動植物の 人為的移動 は原則とし て行

わず、 当該 地域に 生息･ 生育 する個 体群 ＊ 2

の現状を変更し ない公園管 理を行うこ とが

必要な地域である。 

・この水準を適 用する地域 は、風致の 維持を

図る必要があり 、かつ人為 的影響をあ まり

受けていない地 域であって 、当該地域 に生

息･生育する個体 群＊ 2 に対し て人為的 影響

をできるだけ与 えない公園 管理を行う こと

が必要な地域である。 

・この水準を適 用する地域 は、風致の 維持を

図る必要はある が、農林水 産業等によ る人

為的影響を相当 程度受けて いる地域で あっ

て、その人為的 影響の存在 を前提にし て、

当該地域の風致 に支障を及 ぼさない公 園管

理を行う必要のある地域で ある。 

・この水準を適 用する地域 は、市街地 、集落

地などが含まれ 、すぐれた 自然の風景 地の

保護の観点から 、当該地域 の風致に著 しい

支障を及ぼさな い公園管理 を行う必要 のあ

る地域である。 

対象地域 

・特別保護地区 、および第 １種特別地 域の全

域。 

・第２種特別地 域、または 第３種特別 地域の

うち、植生復 元の困難な 地域等下記 のいず

れかに該当す る地域であ って、その 全部ま

たは一部につ いて史跡天 然記念物の 指定も

しくは仮指定 がなされて いること、 または

学術調査の結 果等により 、特別保護 地区ま

たは第 1 種特別 地域に準ずる取扱 いが現に

行われ、また は行われる ことが必要 である

と認められる地域。 

(1)高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原など植

生の復元が困難な地域。 

(2)野生動植物の生息地、または生育地とし

て重要な地域。 

(3)地形もしくは地質が 特異である地域、ま

たは 特異 な自 然の 現象 が生 じて いる 地

域。 

(4)優れた天然林、または 学術的価値を有す

る人工林の地域。 

・第２種特別地 域、および 第３種特別 地域の

うち下記に該当する地域。 

(1)人為的 影響 をあ ま り受 けて いな い自然

林、あるいはそれに近い 二次林の地域 。 

(2)生物多 様性 保全 上 重要 な二 次草 原地域

（シ バ草 原、 スス キ草 原、 ササ 草原 な

ど）。 

(3)保全水 準１ の地 域 と近 接し てい る地域

であって、保全水準 １の地域の上流側 に

位置する地域など、保全水準１に相当 す

る地域への影響が懸念され る地域。 

・第２ 種特別 地域、 第３ 種特別 地域 、および

普通地域のうち下記に該当 する地域。 

(1)人為的 影響 を大 きく 受け て いる 自然林

の地域。 

(2)保全水準２以外の二 次林、二次 草原、人

工林地域。 

・第２種特別地 域、第３種 特別地域、 および

普通地域のうち下記に該当 する地域。 

(1)市街地、集落地。 

(2)その他、上記及び保全水準 １～３のいず

れにも該当しない地域。 

緑化の基本方針 

・当該地域に生息･生育する個体群の 現状を変

更しないことを目標に 、緑化による遺伝

子レベルでの攪乱を避け るため、使用植

物材料 ＊ 3 は 地域 外か ら一切 持ち 込まな

い緑化とする。 

・当該地域に生息･生育する個体群に 対して人

為的影響をでき るだけ与え ないことを 目標

に、使用植物材料＊ 3 を入手する地理的 範囲

を限定し、当該 地域に自然 分布する種 の系

統＊4 による緑 化とする。 

・当該地域の風 致に支障を 及ぼさない ことを

目標に、使用植物材料＊ 3 を入手す る地理的

範囲を限定し、当該 地域ないし地 域区分＊ 5

内に自然分布する種による 緑化とする。 

・当該地域の風 致に著しい 支障を及ぼ さない

ことを目標に、当該地 域ないし地域区 分＊ 5

内に自然分布する種による 緑化とする。 

・ただし、造園 的景観形成 を図る場合は 、地

域の植生と調和した違 和感のない緑化 を優

先し、国内に自然分布 する種の利用も 許容

する。 



 

  

 
表―２ 保全水準ごとの緑化工指針 

緑
化
工
指
針 

保全水準＊ 1 1 2 ３ ４ 

最 終 緑 化 目

標 群 落
＊6 

・施工対象地 域の植生 と同等・同 質の植物 群

落。 

（施工対象地域に自然分 布する個体群＊ 2 の み

からなる植物群落） 

・施工対象地 域の植生 と同等・同 質、または

それにできるだけ近い植物 群落。 

・当該地域に 自然分布 する種を主 体とする 植

物群落。 

・当該地域区 分＊ 5 内に自然分布する 種を主体

とする植物群落。 

・ただし、造園的景観形成 を図る場合を除く 。 

初 期 緑 化 目

標 群 落
＊7 

・施工対象地 域に自然 分布する種 、および 自

然侵入種で形成される植物 群落。 

・施工対象地 域ないし 当該地域が 属する自然

公園の 同一団 地内 に自然 分布 する 種（先駆

樹種＊8 は除く ）で形成される植 物群落。 

・当該地域ないし地域 区分＊ 5 内に自然分布 す

る種（先駆樹種＊ 8 は除く）で形成される植

物群落。 

・当該地域区分＊ 5 内に自 然分布する種（先駆

樹種＊8 は除く ）で形成される植 物群落。 

・ただし、造園的景観形成 を図る場合を除く 。 

・浸食防止あ るいは防 災上必要 やむを得 ない場合 で、かつ 下流域に保 全すべき 貴重種等 がな

い場合は、緑化用外来草本 で形成される植物 群落も許容。 

使用植物材料
＊3 

・施工対象地域に自然 分布する種 。（地域外 か

らの持ち込みは一切不可） 

・施工対象地 域が属す る自然公園 の同一団地

内に自然分布する種 。（先駆樹種＊ 8 に 限り、

地域区分＊5 内 に自然分布する種 まで許容） 

・当該地域区分＊ 5 内 に自然分布する種 。（先駆 樹種＊ 8 に限 り、国内に自然分 布する種まで許

容） 

・浸食防止あるいは 防災上必要やむ を得ない場合 で、かつ下流域 に保全すべき 貴重種等がな

い場合は、緑化用外来草本 も許容。 

 ・造園的景観形成を図る場合は、国 内に自然

分布する種まで許容。 

・使用植物材料＊ 3 を入手する地 理的範囲内に自然 分布する種と同種 であっても、国外 由来の植物＊ 9 材料は 不可。 

使用植物材料

＊3 を入手す

る 

地理的範囲 

・施工対象地域周辺。 

 

 

 

・施工対象地 が属する 自然公園同 一団地内、

かつ可能な限 り同一都 道府県内 の同一流 域

内。 

・原則として当該地域区分 ＊5 内 。（緑化 用外来草本は除く ） 

・先駆樹種＊ 8 に限り、地域区分 ＊5 内 も可。 ・先駆樹種＊ 8 に限り、国内も可 。 

 

・先駆樹種＊ 8、及び造 園的景観 形成を図 る場

合は、国内も可。 

・種子等の採取・育苗計画 を立案し、使用植 物材料＊ 3 を確保。 ・使用植物材料＊ 3 の入手経路を 確認。 

適用工法 

・目標群落の形成が可能な 工法、かつ植生基 盤造成は浸食防止 効果の高い工法。 ・目標群落の形成が可能な 工法。 

・使用植物材料＊ 3 の入手が困難 で、かつ周囲から の植物の自然侵入 が期待できる場合 には、

植生誘導工＊ 9 を積極的に検討。 

・植生誘導工＊ 10 のみでは浸食が進み、その 影響が周辺に及ぶ おそれがある場合 で、周辺から

種子等の植物材料が採取可 能な場合は、播種 などの積極的な緑 化を実施。 

・地域に自然分布す る種であっても 、緑化目標群 落の形成を阻害 する種（クズ 等）の利用は

回避。 

・緑化基礎工や植物生育基 盤材などは、地域 の生態系への影響 を与えない自然材 料を選定。 

植生管理＊ １

0 

・長期間（５ ～２０年 ）を要して も最終緑 化

目標群落＊ 6 が形成されるまでモ ニタリング

を行い 、その 評価に 基づ く順応 的管 理を実

施。 

・少なくとも ５～１０年 程度で初 期緑化目標

群落＊ 7 が形成されるまでモ ニタリングを行

い、その評価に基づく順応 的管理を実施。 

・その後は、最終緑化目標群落＊ 6 が形成され

るよう必要な植生管理＊ 11 を実施 。 

・初期緑化目標群落＊ 7 が形成され るまでモニタリン グを行い、最終緑化目 標群落＊ 6 が形成さ

れるよう必要な植生管理＊ 11 を実 施。 

・目標群落の形成を阻害す るような植物が侵 入した場合は速や かに除去。 

災 害 時 の 特

例 

・災害復旧の場合には、保 全水準１～４の地 域とも地域住民の 生活環境の早期復 旧、および災害の 拡大防止を優先。 

・災害復旧の場合におい ても、保全水準に 対応する最終緑化 目標群落＊ 5 を設定し、災害 復旧について 一定の成果をみた後、最 終緑化目標群落＊ 5 に移行さ せるための植生管 理＊ 11 などを実

施。 

 



 

  

（注釈） 

＊ １ 保全水準    ： 適用する保全水 準は事業ごとに決 定する｡ 小笠原、 沖縄等、特異な生 態系をもつ島嶼に ついては特に慎重 な判断が必要であ る。 

＊ ２ 個体群     ： 個体群とは、あ る空間内に生育し ている同種個体の 総体のことをいう 。対象となる空間 の規模は保全水準 によって決定さ れる。 

＊ ３ 使用植物材料  ： 使用植物材料と は､ 緑化工で使用 する植物の種子、 苗木等をいう。 

なお、自然公園内において は、わが国に自然分 布する植物と同種 の植物であっても、 国外で生産（種子 の採取、 育苗）された植物（コマツナ ギ、ヤマハギ、ヨモ ギなど）は使用しな い。わが国で採取

された種子等を用い国外で 生産された植物も 同様である。 

また、わが国に自然分布す る植物を材料とす る種苗であっても 、自然分布域を越 えて使用してはな らないことは当然 である。 

＊ ４ 種の系統    ： 種の系統とは、 生物の分類群（集 団，種，属，科な ど）の進化の過程 での類縁関係を意 味する。 

＊ ５ 地域区分    ： 変化に富むわが国 の自然環境にあっ ては、生態系、種、種内（遺伝子）の３つ のレ ベルでの生物多様性保全 に際しては、全国一律の 基準、方法では難しい ため、地史、地形、気象等によっ ていく つか

の単位に区分して考えるこ とが必要である（ 新・生物多様性国 家戦略）。この単位 区分を地域区分と 呼ぶこととしたも のである。環境省 では、国土を十 区分する試案を示 している。 

＊ ６ 最終緑化目標群 落： 緑化工により形成を目指す 植物群落を緑化目 標群落と呼ぶが 、緑化目標群落 は、最 終的に形成を目指す最終 緑化目標群落と 、施工初期段階に 形成を目指す初期 緑化目標群落と に分けて設定する 必 要が

ある。 

最終緑化目標群落とは､ 初期 緑化目標群落が形 成された以降の植 生管理や植生遷移 を経て､ 施工対象 地において最終的 な目標となる植物 群落のことをいう 。 

最終､初期緑化目標群落とも に､ 緑化施工地周 辺の植生の状況に より､ 事業ごとに検 討、設定する必要 がある。 

＊ ７ 初期緑化目標群落 ： 初期緑化目標群 落とは､ 施工対象 地において緑化工 で形成される初期 段階の植物群落の ことをいう。最終 緑化目標群落に移 行しやすい群落を 設定する必要があ る。 

＊ 8 先駆樹種    ： 先駆樹種とは、遷移の初期に 法面等の裸地に侵 入して定着する木 本植物を総称して いう。緑化工で主に用いら れているものに、 ハンノキ類、ハギ 類、グミ類、カン バ類、ウルシ類（ヤ マウルシ、 ヌル

デ、ヤマハゼ等）、アカメガ シワ、クサギ、マ ツ類などがある。 

＊ ９ 国外由来の植物 ： わが国に自然分 布（自生）する種 と同種の、国外に 自然分布（自生） する個体から採取 した種子、および これらから生産 された苗等をいう 。（コマツナギ、ヤ マハギ、ヨモギな ど。） 

種の自然分布は、 国境にかかわ りなく分布す る場合があり 、わが国に 自然分布（自 生）する種と 同種であって も 、種によって、地 域によって、 遺伝的な違い がある可能性 が高い。こ れら国外由

来の植物を緑化に 用いることに よる、国内生 態系のかく乱 が危惧されて いる。わが国 に自然分布す る種の遺伝的 変異が明らかにさ れている種が ごく限られて いる現状にお いては、予防 的に、少

なくとも国外由来の植物材 料は使用を避ける こととしたもので ある。 

なお、保全水準１ に該当する地域で の緑化は 、外部からの緑化 用植物材料を持ち 込まないことと しているので 、当該地域に自然分布する 種と同種であって も、国外 由来の植物を用い てはならな

いことは自明である。 

＊ １０ 植生誘導工   ： 植生誘導工とは、植物の 自然侵入を促す植 生工の総称で、種子を混 合しない生育基 盤を造成する方法（種子なし植 生基材吹付工）と、埋土種子（種子 潜在表土）を用いた生育 基盤を造成する方 法 （種

子潜在表土播き工）に分類 される。 

＊ 1１ 植生管理     ： 植生管理とは、緑化工 の検査終了以 降、導入植生 を初期緑化目 標群落あるい は最 終緑化目標群落に 早く近づける ための管理を 総称していう 。植生管理 作業には、追 肥、追播、補 植、除伐、除 草 など

がある。 

 

 


